











































































	表紙
	目次
	○海外移住事業団法(昭38.7.8法律第124号)
	目次
	第1章総則(第1条―第7条)
	第2章役員及び職員(第8条―第18条)
	第3章運営審議会(第19条・第20条)
	第4章業務(第21条―第24条)
	第5章財務及び会計(第25条―第36条)
	第6章監督(第37条・第38条)
	第7章雑則(第39条―第41条)
	第8章罰則(第42条―第44条)
	附則

	○海外移住審議会令(昭30.7.11政令第111号)
	○海外移住事業団法の一部の施行期日を定める政令(昭38.7.12政令第250号)
	○海外移住事業団法施行令(昭38.7.12政令第251号)
	○海外移住事業団の業務方法書に記載すべき事項を定める省令(昭38.7.15外務省令第6号)
	○海外移住事業団の財務及び会計に関する省令(昭38.7.15外務省令第7号)
	参考
	○海外移住事業団法附帯決議(昭38.6.14衆議院外務委員会)
	○海外移住事業団法案に対する附帯決議(昭38.6.27参議院外務委員会)

	裏表紙

